
〒２５２－０３０３
神奈川県相模原市南区相模大野8丁目2番6号第一島ビル403

お問い合わせ： ０１２０-９１８-８４９

行政書士

神奈川相続手続代行センター

安心納得の相続はこちらから・・・

□ 身内で相続が発生したが、進め方が分からない

□ マイナスの財産も相続しないといけないの？

V

V

□ 相続する財産の名義変更はどうやって進めるの？V

□ どんな専門家に相談したらよいか分からないV

神奈川相続手続代行センター
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お問い合わせ： ０１２０-９１８-８４９

行政書士

神奈川相続手続代行センター

相続問題に直面されている方や事前に知っておきたい方

極めて基本的、かつ実用的なポイントに絞って

「知ってるか」「知らないか」

もったいない失敗

“身内の相続トラブル”
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はじめに・・・

神奈川相続手続代行センター
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行政書士

神奈川相続手続代行センター

どの国家資格者が、どんなサービスやサポートをしてくれるのか

相続問題のサポーターとなる専門家を知ろう！

－１－

国家資格者をうまく活用して円滑に相続問題を解決しよう！

国家資格 主要担当機関 強み・主要業務

行政書士
行政機関

（県庁・市役所・町役場）

È公正証書・契約書作成

È遺産分割協議書の作成

È行政への届け出の代行

司法書士 法務局
È不動産（土地・建物）の登記・名義変更

È法務局への登記代行

弁護士 裁判所

È紛争やトラブルの調停・解決

È裁判所への申立て代行

È裁判での口頭弁論サポート

税理士 税務署
È税務全般のサポート

È税務署への申告代行
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相続の開始 と 相続人

相続開始後は、相続人同士で分配方法を確認しましょう！

相続

相続人

法定相続

寄与分

ͨ
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知らなかったでは済まされない相続方法

“お金持ちにしか関係の無い話”

被相続人の財産をきちんと調査をする事が非常に重要となります

単純相続
È相続人が被相続人の財産をそのまま相続すること。

È被相続人の財産をすべて承継し、責任を負うことになります。

限定承認
Èマイナスの財産をプラスの財産で、相殺した残余財を相続すること。

È３ヶ月以内に相続人全員で家庭裁判所に限定承認の申立てをする

必要があります。

相続放棄
Èプラスもマイナスも含めて、相続財産をすべて放棄すること。

È３ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申立ての必要があります。

相続財産を把握し、相続方法を話し合いましょう！

－３－
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円満な相続解決を実現する遺産分割協議書

遺産分割協議書

遺産分割協議書を作成し、名義変更へと進めよう！

－４－
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相続の流れを把握しよう！

相続の開始
・被相続人の死亡によって相続が開始となります。
・死亡届を死亡診断書とともに行政に提出（７日以内）。

相続人の確認 ・被相続人、相続人の戸籍謄本を取り寄せて確認します。

相続財産（負債）
の調査・確認

・相続財産を確認します。また財産評価も行います。
・相続の方法（限定承認・相続放棄）を決めます

相続放棄・
限定承認の申立て

・被相続人の住所の家庭裁判所に申立てします。３ヶ月

遺産分割協議書
の作成

・相続人全員で遺産分割協議を行います。
・財産配分が決まったら、遺産分割協議書を作成します。

財産の名義変更へ
・遺産分割協議書をもとに、不動産（土地や建物）等の
名義変更を進めて行きます。

10ヶ月 10

相続は決められた期間中に進める必要があります！

遺産分割協議書を作成して名義変更へと進めましょう！

行政書士は、遺産分割協議書の作成代行が可能です！

－５－



〒２５２－０３０３
神奈川県相模原市南区相模大野8丁目2番6号第一島ビル403

お問い合わせ： ０１２０-９１８-８４９

行政書士

神奈川相続手続代行センター

さいごに・・・

知らなかったでは済まされない煩雑な手続き

V遺留分減殺請求をするにも、期間を過ぎてしまった為に泣き寝入り

に・・・

V寄与分について知らず、法定相続になってしまった・・・

V遺産分割協議書を作らなかった為、名義変更が出来ずに困った・・・

V相続期間が過ぎてから専門家に質問した為、既に遅かった・・・

〒２５２－０３０３
神奈川県相模原市南区相模大野８丁目２番６号
第一島ビル４０３

お問合せ：

お手伝い内容：
◆相続相談（無料） ◆遺言書作成サポート
◆遺産分割協議書作成 ◆相続手続サポート
◆相続に関わる各種名義変更のサポート
◆相続全般におけるアドバイス

神奈川相続手続代行センター
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このFAX用紙をそのままご送信下さい

お名前 お電話

被相続人

との関係

□配偶者 □子供 □兄弟姉妹

□父母 □甥姪 □その他

ご住所

お電話しても

良い時間帯
時～ 時 ͨ具体的にある場合 月 日 時～ 時頃

被相続人の
亡くなった日

月 日
ͨご紹介者がいらっ

しゃれば、お名前を
様

【ご記入欄】

ͨご興味のある内容に を入れて、ＦＡＸにてご送信下さい。V

②相続問題で具体的に悩んでいる点がある。

①相続問題で悩んでいるが、進め方が分からない。

個別に相談したい （初回無料） ・・・・・・

▼ご相談したい内容が明確な場合は、下記の項目に をつけて下さい。

□金融機関の名義変更 □遺留分減殺請求 □相続人の調査

□不動産の名義変更 □寄与分や持ち戻し □遺言書について

□遺品の整理について □相続不動産の評価減について

□ご自身の相続対策について □他人に言えない悩みについて・・・など

期限があり、すぐに依頼したい・・・・・・・・・・・

まずは相談したい ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Vṍ


